
○東京都カスタマー・ハラスメント防止条例 

令和六年一〇月一一日 

条例第一四〇号 

東京都カスタマー・ハラスメント防止条例を公布する。 

東京都カスタマー・ハラスメント防止条例 

東京は、多様な産業と高度な都市機能とが集積した世界有数の都市であり、日本の首都

として、我が国の経済を牽
けん

引している。その基盤は、多岐にわたる仕事を通じて発揮され

る人の力である。東京が今後も持続的に発展していくためには、働く全ての人が持てる力

を十分に発揮することにより、事業者が安定した事業活動を行い、誰もが等しく豊かな消

費生活を営むことができる環境を創出していかなければならない。 

そのためには、働く人の安全及び健康を害する様々なハラスメントを未然に防止する必

要がある。とりわけ、顧客等からの著しい迷惑行為であるカスタマー・ハラスメントは、

働く人を傷つけるのみならず、商品又はサービスの提供を受ける環境や事業の継続に悪影

響を及ぼすものとして、個々の事業者にとどまらず、社会全体で対応しなければならな

い。また、東京で働く人に影響する様々な手段によるカスタマー・ハラスメントを、東京

都の区域内にとどまらず、あらゆる場面で防止することが重要である。 

もっとも、顧客等による苦情や意見、要望は、業務の改善や新たな商品又はサービスの

開発につながるものであることは言うまでもない。また、働く人は、商品又はサービスを

提供する就業者であると同時にそれらの提供を受ける顧客等でもあり、誰もがカスタマ

ー・ハラスメントを受ける側にも行う側にもなり得るという視点も不可欠である。 

東京都は、このような認識の下、顧客等と働く人とが対等な立場において相互に尊重す

る都市をつくりあげるとともに、カスタマー・ハラスメントのない公正かつ持続可能な社

会を目指し、この条例を制定する。 

(目的) 

第一条 この条例は、カスタマー・ハラスメントの防止に関し、基本理念を定め、東京都

(以下「都」という。)、顧客等、就業者及び事業者の責務を明らかにするとともに、カ

スタマー・ハラスメントの防止に関する施策(以下「カスタマー・ハラスメント防止施

策」という。)の基本的な事項を定めることにより、顧客等の豊かな消費生活、就業者

の安全及び健康の確保並びに事業者の安定した事業活動を促進し、もって公正かつ持続

可能な社会の実現に寄与することを目的とする。 

(定義) 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

一 事業者 都の区域内(以下「都内」という。)で事業(非営利目的の活動を含む。)を

行う法人その他の団体(国の機関を含む。)又は事業を行う場合における個人をいう。 



二 就業者 都内で業務に従事する者(事業者の事業に関連し、都の区域外でその業務

に従事する者を含む。)をいう。 

三 顧客等 顧客(就業者から商品又はサービスの提供を受ける者をいう。)又は就業者

の業務に密接に関係する者をいう。 

四 著しい迷惑行為 暴行、脅迫その他の違法な行為又は正当な理由がない過度な要

求、暴言その他の不当な行為をいう。 

五 カスタマー・ハラスメント 顧客等から就業者に対し、その業務に関して行われる

著しい迷惑行為であって、就業環境を害するものをいう。 

(基本理念) 

第三条 カスタマー・ハラスメントは、顧客等による著しい迷惑行為が就業者の人格又は

尊厳を侵害する等就業環境を害し、事業者の事業の継続に影響を及ぼすものであるとの

認識の下、社会全体でその防止が図られなければならない。 

2 カスタマー・ハラスメントの防止に当たっては、顧客等と就業者とが対等の立場にお

いて相互に尊重することを旨としなければならない。 

(カスタマー・ハラスメントの禁止) 

第四条 何人も、あらゆる場において、カスタマー・ハラスメントを行ってはならない。 

(適用上の注意) 

第五条 この条例の適用に当たっては、顧客等の権利を不当に侵害しないように留意しな

ければならない。 

(都の責務) 

第六条 都は、第三条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、顧客

等、就業者及び事業者に対し、カスタマー・ハラスメントの防止に関する情報の提供、

啓発及び教育、相談及び助言その他必要な施策を行うものとする。 

(顧客等の責務) 

第七条 顧客等は、基本理念にのっとり、カスタマー・ハラスメントに係る問題に対する

関心と理解を深めるとともに、就業者に対する言動に必要な注意を払うよう努めなけれ

ばならない。 

2 顧客等は、都が実施するカスタマー・ハラスメント防止施策に協力するよう努めなけ

ればならない。 

(就業者の責務) 

第八条 就業者は、基本理念にのっとり、顧客等の権利を尊重し、カスタマー・ハラスメ

ントに係る問題に対する関心と理解を深めるとともに、カスタマー・ハラスメントの防

止に資する行動をとるよう努めなければならない。 

2 就業者は、その業務に関して事業者が実施するカスタマー・ハラスメントの防止に関

する取組に協力するよう努めなければならない。 

(事業者の責務) 



第九条 事業者は、基本理念にのっとり、カスタマー・ハラスメントの防止に主体的かつ

積極的に取り組むとともに、都が実施するカスタマー・ハラスメント防止施策に協力す

るよう努めなければならない。 

2 事業者は、その事業に関して就業者がカスタマー・ハラスメントを受けた場合には、

速やかに就業者の安全を確保するとともに、当該行為を行った顧客等に対し、その中止

の申入れその他の必要かつ適切な措置を講ずるよう努めなければならない。 

3 事業者は、その事業に関して就業者が顧客等としてカスタマー・ハラスメントを行わ

ないように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

(区市町村との連携) 

第十条 都は、カスタマー・ハラスメント防止施策の実施に当たっては、特別区及び市町

村との連携を図るよう努めるものとする。 

(カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針の作成) 

第十一条 都は、カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(以下「指針」という。)

を定めるものとする。 

2 指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 カスタマー・ハラスメントの内容に関する事項 

二 顧客等、就業者及び事業者の責務に関する事項 

三 都の施策に関する事項 

四 事業者の取組に関する事項 

五 前各号に掲げるもののほか、カスタマー・ハラスメントを防止するために必要な事

項 

3 都は、指針を定め、又はこれを変更したときは、速やかに、これを公表するものとす

る。 

(財政上の措置) 

第十二条 都は、カスタマー・ハラスメント防止施策を推進するため、必要な財政上の措

置を講ずるよう努めるものとする。 

(施策の推進) 

第十三条 都は、指針に基づき、次に掲げるカスタマー・ハラスメント防止施策を実施す

るものとする。 

一 都の支援事業等に関する情報の提供 

二 カスタマー・ハラスメントの防止に資する行動に関する啓発及び教育 

三 就業環境に関する相談及び助言 

四 消費生活に関する相談及び助言 

五 就業者の安全及び健康の確保に関する相談及び助言 

六 前各号に掲げるもののほか、カスタマー・ハラスメントを防止するために必要な施

策 



2 都は、カスタマー・ハラスメント防止施策を効果的に推進するため、カスタマー・ハ

ラスメント防止施策の実施及び当該実施状況等の検証に当たっては、関係機関等の意見

を聴き、施策に反映するよう努めるものとする。 

(事業者による措置等) 

第十四条 事業者は、顧客等からのカスタマー・ハラスメントを防止するための措置とし

て、指針に基づき、必要な体制の整備、カスタマー・ハラスメントを受けた就業者への

配慮、カスタマー・ハラスメント防止のための手引の作成その他の措置を講ずるよう努

めなければならない。 

2 就業者は、事業者が前項に規定するカスタマー・ハラスメント防止のための手引を作

成したときは、当該手引を遵守するよう努めなければならない。 

附則 

(施行期日) 

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。 

(検討) 

2 都は、社会環境の変化及びこの条例の規定の施行の状況その他カスタマー・ハラスメ

ントの防止に関する取組の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定

について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

 


